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藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て

ー

l
藩
法
発
布
の
概
観
と
農
村
政
策
を
中
心
と
し
て

。

カt

き

lま

し

戦
後
の
幕
藩
制
に
関
す
る
研
究
は
衆
知
の
如
く
太
閤
検
地
を
中
心
と
す
る

織
豊
政
権
の
再
評
価
と
そ
れ
に
発
展
す
る
徳
川
幕
藩
制
の
理
論
的
再
検
討
を

大
き
な
課
題
と
し
て
進
め
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
太
閤
検
地
を
出
発
点

と
す
る
基
本
階
層
論
と
そ
れ
に
対
応
す
る
幕
藩
体
制
論
で
あ
る

3

本
稿
は
幕

藩
体
制
論
の
中
で
も
特
に
目
的
意
識
の
持
ち
か
た
と
し
て
、
問
題
に
さ
れ
る

藩
制
史
の
一
つ
で
あ
る
が
、
個
別
藩
政
を
常
に
幕
藩
制
的
原
則
の
投
影
の
具

体
的
現
象
と
し
て
捉
ら
え
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
藩
制
史
批
判
を
体
し
つ
つ
幕

藩
制
的
原
則
の
投
影
と
し
て
よ
り
具
体
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
藩
法

の
面
か
ら
岡
山
藩
政
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
岡
山
藩
政
に
関
す
る
研
究
に
は

谷
口
澄
夫
氏
を
中
心
と
す
る
諸
労
作
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
藩
政
初

期
か
幕
末
期
の
問
題
を
扱
っ
た
も
の
で
中
期
に
関
す
る
も
の
は
な
い
と
い
っ

て
よ
い
。

そ
こ
で
藩
法
研
究
会
編
藩
法
集
岡
山
藩
を
も
と
に
藩
法
の
発
布
を
編
年
的

に
整
理
し
、
藩
法
発
布
の
頻
度
を
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
岡
山
藩
政
の
画
期

大

久

貫

雄

を
ま
ず
設
定
し
次
に
幕
藩
制
史
の
谷
間
と
さ
れ
る
中
期
を
中
心
に
対
農
村
政

策
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

藩
法
集
岡
山
藩
上
・
下
の
上
巻
は
法
例
集
全
十
二
巻
か
ら
成
り
、
下
巻
は

法
例
集
拾
遺
全
十
巻
、
法
例
集
後
編
全
七
大
項
目
・
池
田
利
隆
法
令
・
池
田
忠

雄
法
令
よ
り
成
っ
て
い
る
。
法
例
集
の
編
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
首
巻

に
は
、
「
凡
此
書
は
寛
永
以
后
の
法
令
又
は
事
を
処
す
る
の
規
格
と
も
な
る

べ
き
を
記
録
雑
書
よ
り
抜
出
し
、
類
を
集
め
部
を
分
ち
、
約
め
書
し
て
法
例

集
と
名
づ
く
。
今
よ
り
以
后
遺
漏
な
く
其
部
々
々
に
書
の
せ
て
万
古
不
朽
の

亀
鑑
な
ら
ん
事
を
欲
す
る
の
み
。

l
以
下
略

l
」
（
法
例
集
解
題
）

と
録
さ

れ
て
い
る
。
従
っ
て
法
例
集
は
編
者
が
「
万
古
不
朽
の
亀
鑑
た
ら
ん
」
主
自

負
す
る
如
く
岡
山
藩
政
の
事
を
処
す
る
規
格
と
な
る
べ
き
も
の
を
記
録
雑
書

の
中
よ
り
、
綿
密
に
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
を
更
に
編
年
別
に

分
析
整
理
す
る
こ
と
は
岡
山
藩
政
全
般
の
法
政
的
推
移
を
展
望
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
共
に
、
藩
法
発
布
の
集
中
す
る
年
に
あ
っ
て
は
そ
れ
な
り
の
政
治
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的
背
景
法
を
必
要
と
す
る
社
会
事
象
の
存
在
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
藩
法

発
布
の
頻
度
に
よ
っ
て
岡
山
藩
政
の
政
治
的
画
期
を
期
す
る
こ
と
が
で
き
る

は
ず
で
あ
る
。
法
例
集
の
内
容
は
藩
法
の
み
で
な
く
、
幕
府
法
や
教
令
議
主

の
訓
令
）
・
判
令
・
事
例
な
ど
「
事
を
処
す
る
規
格
」
と
な
る
べ
き
も
の
は
全

て
所
載
さ
れ
て
お
り
上
巻
の
法
例
集
は
一
八
九

O
、
下
巻
所
収
の
法
例
集
拾

迭
は
七
三
四
の
計
二
六
二
四
の
多
き
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
数
は

法
例
集
編
者
が
首
巻
の
中
で
「
類
を
集
め
部
を
分
つ
と
い
え
ど
其
事
の
彼
に

も
適
ひ
又
是
に
も
合
ふ
の
類
あ
り
て
、
彼
に
の
せ
是
に
も
ら
し
た
る
も
知
り

が
た
け
れ
ば
、
其
一
部
中
を
見
て
な
く
ん
ば
、
又
少
し
の
縁
あ
る
部
門
に
就
て

深
く
尋
ね
索
む
べ
し
。
（
中
略
）
一
部
門
の
中
に
も
同
じ
条
円
は
一
ケ
所
に
集

め
た
る
も
有
、
又
数
ケ
所
に
分
れ
出
た
る
も
多
け
れ
ば
、
唯
其
一
条
に
就
て

事
を
極
む
べ
か
ら
ず
。
其
部
挙
げ
て
見
徹
し
普
く
吟
味
す
べ
き
也
」
と
断
わ

っ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
如
く
、
部
類
に
分
つ
操
作
の
中
で
相
当
数
が

重
復
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

本
稿
は
藩
法
発
布
の
概
観
を
ま
ず
第
一
と
す
る
故
に
法
例
集
の
編
者
が
断

わ
る
如
く
部
類
の
検
討
に
立
っ
て
、
同
一
の
条
目
は
そ
の
規
定
内
容
の
比
重

に
よ
っ
て
、
内
容
の
重
き
部
門
に
含
め
重
復
を
省
い
た
。
ま
た
そ
の
操
作
の

場
合
藩
法
の
み
を
対
象
と
ぜ
ず
法
例
集
所
収
の
全
て
を
そ
の
対
象
と
し
た
。

法
例
集
は
全
十
二
巻
七
十
四
部
類
よ
り
成
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
内
容
的
に

検
討
す
る
に
必
ず
し
も
そ
の
分
類
は
明
確
で
な
い
。
そ
こ
で
各
部
類
を
行
政

組
織
関
係
法
・
土
地
制
度
関
係
法
・
租
税
制
度
関
係
法
・
貨
幣
制
度
関
係

法
・
救
済
制
度
関
係
法
身
分
制
度
関
係
法
・
司
法
制
度
関
係
法
・
の
八
部
門

に
ま
と
め
整
理
す
る
こ
左
に
し
た
。
八
部
門
の
諸
制
度
の
関
係
法
を
年
号
に

集
計
し
た
も
の
が
資
料
ー
で
あ
り
、
年
号
別
を
史
に
一
制
年
別
に
整
理
し
た
も

藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て
（
大
貫
）

の
が
資
料
2
で
あ
る
。

資
料
1
で
明
ら
か
な
如
く
法
例
集
（
拾
遺
）
所
収
の
規
格
は
元
和
年
聞
を
上

限
と
し
天
保
年
間
を
下
限
と
す
る
殆
ん
ど
の
年
間
に
及
ん
で
い
る
。
所
収
規

格
の
総
数
は
前
述
の
如
く
二
六
二
悶
で
あ
る
が
、
整
理
の
結
果
い
え
る
こ
と

は
、
そ
の
総
数
は
二
五
六
人
と
な
り
、
五
五
の
規
格
が
各
「
部
類
」
で
重
復
し

て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
各
制
度
を
年
号
別
に
集
計
し
て
み
た
場
合
、
初
期

に
当
る
元
和
延
宝
年
間
の
規
格
累
計
は
三

O
二
と
な
り
、
そ
の
う
ち
承
応
・

明
暦
・
寛
文
年
間
に
集
中
し
て
お
り
、
中
期
に
当
る
天
和
寛
延
年
間
の
規
格

累
計
は
全
規
格
の
約
五
六
%
に
当
る
一
四
四

O
で
、
天
和
よ
り
享
保
ま
で
の

各
年
間
に
集
中
し
、
そ
の
う
ち
で
も
特
に
宝
永
・
享
保
年
間
に
非
常
な
集
中
性

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
期
の
宝
暦
天
保
年
間
で
は
規
格
累
計
は
八
二
六

で
多
い
年
聞
と
し
て
は
宝
暦
・
寛
政
・
文
化
・
文
政
年
聞
が
あ
げ
ら
れ
る
。

規
格
の
集
中
年
代
は
一
体
如
何
な
る
意
味
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

法
源
や
法
の
継
承
関
係
は
さ
て
お
き
法
令
室
令
・
判
令
・
事
令
を
含
む
）
が
多
く
出

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
既
述
の
如
く
法
例
集
の
編
者
が
法
例
集
を
し
て
「
万

古
不
朽
の
亀
鑑
た
ら
ん
」
と
意
図
し
た
以
上
、
所
収
し
た
法
令
は
全
て
、

「
事
を
処
す
る
規
格
」
た
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
各
年
代
に
於
け
る
法
令

は
そ
の
時
の
社
会
相
を
反
映
し
た
重
要
な
る
法
例
と
な
る
。
と
す
れ
ば
法
令

発
布
数
の
持
つ
意
義
は
、
そ
の
時
の
為
政
者
日
藩
主
が
被
施
政
者
日
家
臣
・

一
般
庶
民
の
要
求
又
は
藩
政
自
体
の
政
治
的
改
革
の
為
に
法
的
規
制
乃
至
は

法
的
修
正
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
的
変
動
の
事
実
を
物
語
る
も
の
で

あ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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六
号

岡
山
藩
初
期
の
藩
政
に
つ
い
て
は
谷
口
澄
夫
氏
が
「
備
前
藩
の
知
行
制
度
」

〈
史
学
研
究
位
芝
そ
の
他
の
著
作
で
発
表
さ
れ
て
い
る
如
く
、
承
応
・
明
暦
年

聞
に
地
方
知
行
制
度
の
改
革
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
幕
政
の
三
大
改
革
に
当

る
享
保
・
寛
政
年
間
に
も
数
多
く
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、
発
布

数
の
多
少
が
藩
政
上
の
画
期
を
示
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
容
易
に
理
解
さ
れ

る
。
か
か
る
観
点
よ
り
す
れ
ば
、
岡
山
藩
政
上
の
変
革
は
初
期
に
於
い
て
は

承
応
・
明
陪
・
寛
文
年
間
・
中
期
で
は
宝
永
・
享
保
、
後
期
に
於
い
て
は
宝

暦
・
天
明
・
文
化
文
政
年
間
と
な
る
。
中
で
も
宝
永
年
間
は
三
八
一
の
最
多

頻
度
を
有
し
こ
の
数
の
み
よ
り
す
れ
ば
岡
山
藩
政
は
宝
永
年
間
に
於
い
て
一

大
改
革
が
実
施
さ
れ
た
乃
至
は
法
体
制
が
整
備
大
成
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
場
合
問
題
に
な
る
こ
と
は
唯
単
に
年
号
別
の
総
数
か
ら
の
み
か

か
る
画
期
を
設
定
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
主
で
あ
る
。
年
号
別
と
い
っ
て
も

各
年
間
の
年
数
は
異
っ
て
お
り
、
従
っ
て
年
数
を
無
視
し
た
年
号
別
総
数
か

ら
の
み
推
論
す
る
こ
と
は
甚
だ
危
険
で
あ
る
。
そ
こ
で
か
か
る
操
作
上
の
問

題
か
ら
資
料
を
更
に
編
年
別
に
分
析
整
理
し
た
も
の
が
資
料
で
2
あ
る
。
資

料
か
ら
前
記
の
各
画
期
を
検
討
し
て
み
る
と
、
承
応
で
は
元
年
円
三
年
“
と

承
応
二
年
を
除
い
て
両
年
に
諸
制
度
に
わ
た
り
む
ら
な
く
集
中
し
て
お
り
、

明
陪
で
は
元
年
お
二
お
年
と
こ
れ
ま
た
両
年
に
集
中
し
て
い
る
。

諸
制
度
に
む
ら
な
く
法
が
発
布
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
又
そ
れ
が
継
続
的
と

同
時
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
承
応
三
年
よ
り
明
歴
二
年
ま
で

の
各
年
は
藩
政
改
革
の
継
続
的
実
施
年
と
見
倣
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

寛
文
年
間
で
は
寛
叱
三
年
刀
、
六
年
初
、
八
年
M
寛
文
十
二
年
間
の
う
ち

三
、
年
間
の
み
に
集
中
し
て
い
る
が
、
三
年
間
と
も
諸
制
度
と
の
関
連
で
は

藩
政
上
の
改
革
と
ま
で
は
断
じ
え
な
い
散
在
性
が
注
目
さ
れ
る
。

四。

寛
文
年
間
十
二
年
の
総
数
が
川
に
対
し
て
僅
か
三
年
し
か
な
い
天
和
年
間

の
総
数
は
川
で
あ
り
、
編
年
別
で
は
天
和
二
年
M
三
年
月
一
次
の
貞
享
で
は
そ

。ノ

の
総
数
げ
に
対
し
て
元
年
引
、
以
降
二
年
よ
り
四
年
ま
で
%
・
川
明
・
お
と
な

り
、
天
和
二
年
か
ら
貞
享
四
年
ま
で
の
六
年
間
に
法
令
が
む
ら
な
く
諸
制
度

に
わ
た
っ
て
集
中
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
中
で
も
、
天
和
一
ニ
年
の

月
、
次
年
の
貞
享
元
年
引
の
計
は
天
和
・
貞
享
期
六
年
間
の
総
数
加
の
過
半
数

を
占
め
、
天
和
三
年
月
の
頻
度
は
年
号
別
最
多
頻
度
を
持
つ
宝
永
期
の
各
年

に
は
見
ら
れ
な
い
度
数
で
あ
り
、
貞
享
元
年
れ
も
宝
永
期
で
は
多
い
頻
度
の

六
・
七
年
に
比
適
す
る
数
を
有
し
て
い
る
点
は
特
に
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
す
れ
ば
天
和
二
年
か
ら
貞
一
手
四
年
ま
で
の
天
和
貞

享
期
の
頻
度
は
天
和
三
年
貞
享
元
年
を
ピ
l
ク
と
す
る
藩
政
上
の
変
革
期
そ

れ
も
宝
永
期
以
上
の
画
期
を
具
象
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

元
禄
期
は
そ
の
総
数
附
を
有
す
る
が
、
そ
の
数
は
年
聞
が
十
六
年
と
い
う

長
期
さ
か
ら
考
え
て
み
た
場
合
に
は
決
し
て
多
く
な
く
、
計
に
於
い
て
比
較

的
集
中
す
る
元
禄
元
年
・
五
年
も
諸
制
度
相
互
の
関
連
で
は
集
中
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
制
度
別
で
は
行
政
組
織
・
土
地
・
夫
役
・
身
分
司
法
の
各
制

度
に
貞
享
期
か
ら
の
継
続
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
当
期
の
特
徴
と
し
て
注
目

さ
れ
る
点
で
あ
る
。

年
号
別
総
数
に
於
て
圧
倒
的
な
数
を
示
す
宝
永
七
年
間
は
各
制
度
と
も
む

ら
な
く
平
均
し
て
集
中
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
も
宝
永
六
・
七
年
は

η
・
η
で
あ
る
所
か
ら
す
る
と
こ
の
両
年
が
宝
永
期
に
於
け
る
一
応
の
ピ
ー

ク
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
各
制
度
を
編
年
別
の
頻
度
数
か
ら
検
討
し
て
み
た
結
果
、
岡
山
藩
政

の
政
治
的
画
期
と
し
て
設
定
で
き
る
年
代
は
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第
一
期
承
応
三
年

t
明
暦
二
年
の
三
年
間

第
二
期
天
和
二
年
J
貞
享
四
年
の
六
年
間

第
三
期
宝
永
元
年

t
宝
永
七
年
の
七
年
間

と
な
る
。
し
か
し
こ
の
各
画
期
は
法
例
集
所
収
の
法
令
か
ら
の
判
断
で
あ

り
、
段
階
の
一
指
標
と
は
な
る
が
こ
れ
の
み
に
し
て
は
何
ら
具
体
的
で
な
く

実
証
性
に
欠
け
る
。
そ
こ
で
設
定
し
た
画
期
に
つ
い
て
、
ー
中
で
も
特
に
注

目
さ
れ
る
天
和
・
貞
享
期
に
つ
い
て
対
農
村
政
策
の
面
か
ら
画
期
の
意
義
に

つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

近
世
封
建
社
会
は
封
建
領
主
U
藩
主
と
、
農
民
と
の
矛
盾
対
立
関
係
を
基

軸
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
こ
で
封
建
領
主
は
政
治
的
立
場
か
ら
自
己
の
存
立

基
盤
で
あ
る
農
民
を
如
何
な
る
条
件
下
で
如
何
な
る
方
法
を
も
っ
て
把
握
す

る
か
を
最
大
の
関
心
事
と
す
る
。
こ
の
最
大
関
心
の
具
体
的
表
象
が
法
令
に

示
さ
れ
る
農
村
政
策
に
外
な
ら
な
い
。
法
例
集
の
法
令
を
農
民
を
直
接
対
象

す
る
内
容
よ
り
分
析
整
理
し
た
も
の
が
資
料
1
の
最
下
欄
の
表
と
、
資
料
2

の
枠
内
に
あ
る
（
〉
の
数
字
で
あ
る
が
資
料
1
の
表
よ
り
す
れ
ば
、
身
分
制

度
の
倒
対
勾
を
例
外
と
し
て
郡
村
行
政
組
織
以
下
各
制
度
と
も
農
村
政
策
関

係
法
は
制
度
別
総
数
の
過
半
数
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
数
か
ら
し
て
岡
山
代

々
藩
主
が
い
か
に
農
村
政
策
に
非
常
な
関
心
を
示
し
て
い
た
か
が
明
瞭
で
あ

る
。
資
料
2
の
表
中
に
あ
る
農
民
関
係
法
を
前
述
の
画
期
別
に
集
計
し
て
み

る
と
、
次
表
の
如
く
に
な
る
が
こ
れ
を
制
度
別
に
み
て
み
る
と
、
郡
村
組
織

で
は
天
和
・
貞
享
期
と
宝
永
期
が
ほ
ぼ
同
数
で
あ
る
。
土
地
制
度
で
は
天
和

・
貞
享
期
が
日
と
最
も
高
い
集
中
度
を
示
し
て
い
る
。
租
税
（
年
貢
・
運
上
）

藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て
（
大
貫
）

政及す場 を承夫目制
策びる合 資料 3 農村政策関係法 経応役さ度
と村郡注 て明身れで
し役奉目＇ 1 ,,  制｜ I I I I I I 「一丁一寸天暦分るは
て人行す I＂，麗｜郡｜土｜租｜夫｜貨｜救｜身｜司 l ｜保期司

制。ベ I ，~υι｜ I I I i I I I ［計｜貞に法救承
新度岱主 l画期~＼ I 村｜地｜税 l 役 i 幣｜済 l 分｜法｜ ｜享農各済応

政 1 ¥I I I I : I I I I l期村制制明
開改の策耳τ十寸ート十一I－十寸一寸「 j の政度度暦
発正在 立｜明磨 I s 115 112 112 1 11 コ｜ラ｜守 I 69 I 改 策でで期
及で方法｜ i J l ! ! I ¥ ¥ l一一－！革がははが
びあ出は i天和 I19 I 55 I 10 I 35 , I 20 I 12 I 3に川区！とー宝天天
質り張強｜貞享｜ !11111 ！ ~1 な応永和和
地、と力｜宝永， 20 i 33 I 22 Iラ3 I I 21 I 25 I 53 I 22? I り確期貞貞
対農そな L一一一｜ I I I I I I ! I i 、立が享享
策民れる 宝さ何期期
がにに農 永 れ れ と に
あ直伴民 村 よ 輿 方たり下草草を三に か修年、も宝や
り結う支農いに知各、ーはが賭年は第と正閉そ多永や
そす職配民。関行法従円同実しに歴ーの整にれい期上
れる権 体政そ係のはつの年施た岡史期予備 至 が 。 が 回
にも強 制 策 の す 改全てを七さ地山的に想さ つ 寛 こ ほ っ
対の化 の に 関 る 革て同背月れ方藩現当がれ て 文 れ ぼ て
応と害確視係も↓直年景にて知政実る立 た更・ら同い
すしお 立点法の洪接にと起お行とと承つ の に 延 よ 数 る
るて宮 ををのと水 開発しきり制しし応。 で 体 宝 り で こ
別は悼目 置中い災接布 たそ度てて明 は制のすあと
家土居的いでつ害にきて全のの運承暦 な的治るりが
制地 5 とた 農 て 復地れお領改改命応期 いに政と、注

四
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法
政
史
学

第
一
六
号

限
策
が
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
に
つ
い
て
は
既
に
谷
口
澄
夫
氏
に
よ
っ
て
明
か

に
さ
れ
て
い
る
た
め
略
す
る
が
、
諸
政
策
の
基
調
は
次
の
諸
臣
教
令
や
万
治

元
年
郡
奉
行
へ
の
教
令
で
知
ら
れ
る
如
く
将
軍
へ
の
忠
誠
と
農
本
主
義
に
基

く
仁
政
に
あ
っ
た
。

O
承
応
四
年
未
正
月
二
日
（
上
l
八
九
四
号
）

一
、
家
中
士
共
百
姓
計
り
を
大
切
ニ
仕
、
士
共
を
は
有
無
ニ
仕
と
申
由
に

候
、
扱
々
愚
痴
千
万
成
義
候
、
当
年
去
年
士
共
迷
惑
仕
候
ハ
百
姓
の
不

成
故
と
は
不
知
候
哉
、
米
の
出
来
、
君
臣
町
人
共
ニ
養
る
は
民
か
歳
成

事
不
存
候
哉
、
如
此
民
ニ
力
を
尽
す
ハ
、

当
暮
よ
り
土
共
に
物
成
能
取

せ
町
人
も
売
物
を
し
て
す
き
、
飢
扶
持
を
可
止
為
－
一
候

O
万
治
元
戊
十
二
月

一
、
習
と
い
ふ
事
人
々
能
可
心
得
事
也
、
百
姓
と
い
ふ
も
の
は
ぬ
か
は
し

か
の
類
を
食
し
て
、
し
か
し
か
米
な
と
は
不
食
も
の
と
習
に
思
ふ
也
、

百
姓
も
人
な
れ
は
人
の
食
物
を
食
す
る
ハ
尤
め
つ
ら
し
か
ら
め
る
事

也
。
l
中
略
｜
人
聞
を
禽
獣
の
こ
と
く
存
な
す
事
、
習
と
云
な
か
ら
天

罰
の
か
れ
か
た
か
る
へ
し
、
お
そ
れ
可
慎
也
。
l
中
略

右
品
々
事
多
や
う
な
れ
と
も
二
ケ
条
に
限
る
ベ
し
、
一
に
は
奉
対
上
様
へ

忠
と
存
候
事
、
こ
に
は
国
豊
な
る
時
は
四
民
安
座
の
も
の
な
り
、
此
ニ
品

不
儀
に
あ
ら
さ
る
事
を
何
れ
も
知
ら
は
、
奉
行
の
不
足
を
以
、
大
身
に
戒

し
め
教
小
身
は
歎
へ
き
事
也
、
ー
中
略
l
凡
郡
奉
行
職
は
不
軽
事
也
、
万

人
の
安
否
の
本
な
る
事
を
知
て
、
能
可
慎
者
也
。

右
条
々
（
全
七
ケ
条
）
郡
奉
行
代
官
能
得
心
仕
、
我
志
を
助
実
に
情
を
入

可
勤
者
也
。

し
か
し
如
何
に
農
本
主
義
に
基
く
と
は
い
い
な
が
ら
農
村
政
策
の
つ
ま
り

四

は
封
建
領
主
リ
年
貢
取
得
者
対
農
民
H
年
貢
諸
役
の
負
担
を
基
軸
と
す
る
以

上
、
そ
こ
に
は
自
づ
と
限
界
が
あ
っ
た
。
農
民
自
立
政
策
と
し
て
特
に
注
目

さ
れ
る
質
地
対
策
は
左
の
史
料
で
知
ら
れ
る
如
く
、
質
取
主
に
対
し
て
無
償

返
還
を
命
じ
た
点
は
小
農
へ
の
徳
政
的
政
策
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
が
以

後
は
代
官
吟
味
で
は
あ
る
が
年
季
売
の
中
で
質
地
行
為
を
是
認
し
て
い
る
点

等
そ
の
農
民
政
策
上
の
限
界
を
一
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

。
承
応
三
年
十
月
（
上
ノ
五
号
）

一
、
回
畠
売
買
之
事
別
代
官
に
断
申
・
吟
味
之
上
ニ
て
致
売
買
候
様
可
仕

事一
、
手
前
－
一
余
程
団
地
抱
候
百
姓
於
有
之
は
聞
届
可
置
事

O
明
暦
元
未
郡
中
法
令
之
内
（
上
ノ
六
号
〉

一
、
入
国
巳
後
借
物
方
ニ
取
候
田
畑
、
買
主
久
々
作
り
候
て
元
利
共
に
徳

取
返
シ
候
義
一
一
候
問
、
売
主
之
只
返
シ
可
申
候
事
、
但
郡
奉
行
吟
味
之

上
を
以
両
方
迷
惑
不
致
様
可
申
付
事

一
、
唯
今
よ
り
田
地
売
買
三
年
切
に
可
仕
候
、
三
年
に
受
返
し
候
義
不
成

流
し
候
ハ
、
、
文
三
年
買
主
作
り
可
申
候
、
其
後
は
元
利
倍
々
一
取
返
候

間
只
今
返
し
可
申
候

寛
文
八
年
頃
に
は
農
本
主
義
の
限
界
は
一
層
明
白
と
な
り
左
の
史
料
に
よ
れ

ば
凶
作
時
に
於
い
て
す
ら
全
領
的
な
免
下
げ
を
実
施
せ
ず
郡
奉
行
の
権
限
に

基
く
増
徴
政
策
が
と
ら
れ
る
一
方
、
貧
農
小
農
の
救
済
に
も
そ
の
打
切
り
が

実
施
さ
れ
て
い
る
。

。
寛
文
八
申
（
上
ノ

一
五
号
）

一
、
免
之
儀
上
ケ
下
ケ
井
土
免
、
秋
免
、
奉
行
共
郡
切
ニ
存
寄
次
第
可
申

付
旨
、
郡
奉
行
中
之
被
仰
出
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是
先
年
国
中
二
歩
通
り
免
上
り
候
て
後
、
打
続
凶
年
多
ニ
付
免
を
下
ケ

可
然
か
と
郡
奉
行
之
御
尋
被
成
候
所
大
形
ハ
下
り
候
事
同
心
不
仕
候

一
、
田
地
は
天
下
之
田
地
－
一
て
四
分
六
分
ハ
天
下
之
通
法
也
、
四
歩
米
を

以
世
を
渡
ハ
百
姓
の
正
し
き
家
業
也
、
然
ル
ニ
四
歩
米
之
外
に
毎
度
救

を
請
て
も
不
改
、
還
て
救
を
貧
こ
と
く
の
心
根
有
之
、
土
地
を
費
L
風

俗
を
傷
者
ハ
倒
候
不
構
、
救
候
事
無
用
（
上
ノ
二
二

O
号）

貧
農
の
救
済
打
切
り
は
当
時
の
農
政
の
限
界
を
露
骨
に
示
す
も
の
で
あ
り
仁

政
の
理
念
は
増
徴
政
策
の
前
に
既
に
な
く
、
農
民
政
策
の
重
点
は
現
実
に
再

生
産
力
を
維
持
し
て
い
る
農
民
層
に
お
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
増
徴

政
策
は
寛
文
延
宝
期
を
通
じ
て
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
為
に
農
村

の
疲
弊
は
著
し
く
延
宝
二
年
か
ら
天
和
二
年
ま
で
の
八
年
間
の
潰
百
姓
は
一

O
五
三
軒
・
五

O
三
人
に
の
ぼ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
（
池
田
光
政
・
谷
口
澄

夫
）
天
和
二
年
は
藩
財
政
が
安
定
を
見
せ
る
年
で
あ
り
、
こ
の
財
政
的
安
定
と

前
記
の
農
村
疲
弊
前
に
農
村
政
策
の
改
革
を
図
ら
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

四

資
料
2
・
3
に
示
さ
れ
る
天
和
・
貞
享
期
の
集
中
度
は
そ
の
改
革
の
中
心
は

農
民
支
配
体
制
と
し
て
の
郡
奉
行
の
改
変
・
公
事
役
負
担
の
軽
減
・
百
姓
数

の
維
持
増
大
を
目
的
と
す
る
別
家
政
策
の
統
制
解
除
、
及
び
年
貢
取
立
法
と

し
て
の
加
損
米
制
度
の
整
備
と
質
地
対
策
の
推
進
等
で
あ
っ
た
。
紙
数
の
制

約
も
あ
る
た
め
農
民
政
策
に
直
接
関
係
す
る
質
地
対
策
と
別
家
政
策
・
加
損

米
制
度
に
つ
い
て
述
べ
て
み
る
。

－

質

地

対

策

明
暦
元
年
以
降
の
質
地
政
策
は
前
掲
史
料
で
明
ら
か
な
如
く
六
年
満
期
を

藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て
（
大
貫
）

以
っ
て
無
償
返
還
さ
せ
る
所
謂
年
季
売
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
質
地
は
質
取
主

の
子
作
り
を
原
則
と
し
た
。
地
主
手
作
り
は
藩
当
局
が
地
主
→
←
小
作
関
係

を
否
定
し
、
年
貢
徴
収
を
確
実
に
す
る
方
策
で
あ
り
、
年
季
売
は
小
農
の
再

生
産
力
を
最
低
限
度
に
維
持
さ
せ
請
返
し
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
の
こ
と
は
藩
当
局
が
年
貢
徴
収
を
第
一
と
す
る
質
行
為
の
公
認
で

あ
っ
て
、
質
入
農
民
が
自
分
の
家
族
を
富
農
等
の
も
と
に
奉
公
に
出
し
て
余

剰
利
益
の
蓄
積
を
図
る
か
（
藩
は
奨
励
し
た
）
、
又
は
藩
当
局
が
一
般
的
に

免
下
げ
を
実
施
し
請
返
し
用
と
し
て
「
救
米
」
等
を
出
し
て
小
農
の
余
剰
得

分
の
増
加
を
図
ら
せ
ぬ
限
り
、
小
農
は
質
取
り
主
を
代
え
て
質
行
為
を
繰
返

え
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
前
掲
寛
文
八
年
の
史
料
に
示
さ

れ
る
如
く
増
徴
政
策
が
と
ら
れ
加
え
て
貧
農
救
済
政
策
に
変
更
と
あ
っ
て
は

当
然
小
農
の
質
行
為
は
盛
行
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
述
の
如
く
延
宝
天

和
年
間
に
潰
百
姓
が
続
出
し
た
こ
と
は
こ
れ
を
如
実
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

従
っ
て
天
和
貞
享
期
の
改
革
に
は
質
地
対
策
は
日
下
の
急
務
で
あ
っ
た
。
天

和
二
年
以
降
田
地
売
買
に
関
し
て
次
の
如
く
各
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

天
和
二
年
戊
三
月
（
上
一
六
号
）

一
、
田
畑
山
林
売
買
之
事
相
対
次
第
郡
奉
行
承
届
吟
味
之
上
為
売
可
申
事

天
和
三
年
亥
七
月
（
上
一
七
号
）

一
、
団
地
之
能
を
売
払
申
貧
者
に
は
以
年
々
田
地
買
戻
し
候
て
作
ら
せ
可

申
事

天
和
コ
一
年
亥
十
二
月
（
上
二
十
三
号
）

一
、
田
畑
抜
売
遂
吟
味
売
せ
可
申
候
、
但
永
代
売
ハ
無
用
ニ
可
申
付

こ
の
法
令
の
中
で
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
「
売
買
」
の
文
言
で
あ
る
。
「
売
買
」

が
不
動
産
物
権
の
「
売
買
」
か
明
暦
期
の
場
合
と
同
じ
く
質
行
為
と
し
て
の

四
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法
政
史
学

第
一
六
号

意
味
か
不
明
で
あ
る
が
天
和
二
年
法
が
郡
奉
行
の
吟
味
に
よ
っ
て
為
さ
れ
る

こ
と
や
同
三
年
十
二
月
の
法
で
は
「
永
代
売
」
を
禁
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
質
行
為
と
し
て
の
売
買
に
解
釈
さ
れ
る
。
こ
の
三
法
を
明
瞭
元
年
の
と

を
比
較
し
て
み
る
と
そ
の
規
定
内
容
が
極
め
て
あ
い
ま
い
で
あ
り
質
地
対
策

と
し
て
は
永
代
売
を
禁
じ
た
天
和
三
年
法
を
除
い
て
は
何
ら
積
極
性
を
見
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
れ
は
恐
ら
く
天
和
三
年
十
二
月
法
に
「
抜
売
」
等
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
当
時
現
実
に
存
在
し
た
土
地
売
買
没
落
百
姓
の

続
出
を
最
小
限
に
抑
制
し
、
郡
奉
行
等
の
吟
味
に
よ
っ
て
質
行
為
に
転
換
せ

し
め
る
方
策
と
し
て
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
団
地
を
抜
売
す
る
小
農
を

防
ぎ
質
地
と
さ
せ
る
為
に
は
そ
れ
を
請
返
え
さ
せ
る
対
策
を
構
ず
る
必
要
が

あ
る
。
天
和
三
年
十
月
に
は
そ
の
対
策
と
し
て
次
の
如
き
質
地
請
返
し
銀
貸

付
法
が
出
さ
れ
た
。

天
和
三
亥
十
月
（
上
二
十
一
号
）

一
、
作
徳
有
之
田
地
年
々
掛
物
－
一
入
請
申
事
不
成
な
か
し
申
団
地
又
は
掛

物
ニ
入
置
高
利
の
銀
米
借
り
居
申
者
ニ
ハ
、
月
壱
歩
之
御
銀
御
借
し

被
為
成
、
団
地
変
返
シ
作
徳
を
以
五
年
ニ
返
上
被
仰
付
候
は
、
只
今
迄

出
し
候
利
分
程
宛
五
年
出
し
申
候
得
は
、
凡
返
上
銀
元
利
共
相
済
可
申

候
左
候
得
は
団
地
手
に
入
其
上
元
銀
も
相
済
可
申
候
、
左
候
得
は
田
地

手
に
入
れ
、
其
上
元
銀
も
相
済
候
様
に
可
罷
成
候
、
併
御
国
中
悉
は
難

成
候
、
先
無
拠
分
計
遂
吟
味
書
出
し
、
其
上
一
一
て
了
簡
を
以
追
々
相
計

可
申
付
候
事

質
流
れ
の
良
田
又
は
現
在
質
入
中
の
団
地
を
対
象
に
月
一
歩
の
利
足
と
償
却

期
限
を
五
年
と
す
る
こ
の
方
策
は
「
御
国
中
悉
は
難
成
候
」
と
し
全
質
地
の

対
象
で
は
な
か
っ
た
が
（
質
地
盛
行
の
徴
証
）
「
無
拠
分
計
遂
吟
味
書
出
し
」

四
四

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
と
、
そ
の
対
象
者
は
、
小
農
の
う
ち
で
も
天
和
三
年

七
月
法
に
見
る
如
き
「
田
地
之
能
を
売
払
申
貧
者
」
で
あ
り
、
早
急
に
救
済

を
講
じ
ね
ば
な
ら
な
い
、
没
落
寸
前
の
貧
農
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ

と
は
貞
享
元
年
十
月
に
次
の
如
く
田
地
請
返
し
銀
や
再
生
産
用
の
銀
米
が
早

急
に
貸
付
け
者
に
届
く
よ
う
庄
屋
に
督
令
し
て
い
る
事
や
貞
享
二
年
に
は
請

返
し
銀
拝
借
者
の
耕
地
を
、
借
銀
返
済
後
も
、
郡
会
所

一
、
諸
郡
へ
団
地
受
返
シ
銀
拝
為
作
之
御
借
銀
米
肝
煎
庄
屋
手
前
ニ
滞
、

借
主
手
前
へ
遅
く
相
渡
候
分
は
其
間
之
利
銀
其
肝
煎
よ
り
返
上
住
候
得

と
御
郡
奉
行
中
よ
り
被
申
渡
候

寄
に
し
、
耕
作
の
み
を
借
主
に
許
し
て
い
る
（
上
二
七
号
）
事
な
ど
か
ら
し

て
も
貧
農
で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
明
暦
元
年
の
質
地
無
償
返
還
令
の

如
き
積
極
的
な
対
策
が
構
ぜ
ら
れ
な
か
っ
た
点
は
、
天
和
期
の
改
革
と
し
て

不
徹
底
さ
が
あ
っ
た
が
、
少
く
と
も
質
地
請
返
銀
等
を
貸
与
す
る
等
に
よ
っ

て
、
小
農
の
没
落
を
救
済
し
、
小
農
の
自
立
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
意
図
は

評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

別

家

政

策

明
暦
二
年
に
出
さ
れ
た
別
家
統
制
令
は
貞
享
元
年
に
解
除
さ
れ
る
ま
で
強

力
に
推
進
維
持
さ
れ
た
点
は
そ
の
政
策
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る。
明
暦
二
年
の
統
制
令
は
次
の
如
く
で
あ
る
が
、

O
明
暦
二
年
八
月
（
上
ノ
一
五
三

O
号）

一
、
百
姓
口
数
多
、
田
地
少
、
飢
人
と
龍
、
其
本
第
一
父
子
兄
弟
親
の
お

ろ
そ
か
に
し
て
、
一
所
に
集
事
を
い
と
ひ
別
屋
敷
別
所
を
好
き
田
畠
を

分
候
ゆ
へ
に
、
当
年
世
の
中
能
候
間
二
入
左
様
之
者
可
有
之
候
条
、
所
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帯
を
分
候
義
堅
く
無
用
可
申
付
候

l
略

l

只
今
迄
別
所
帯
仕
候
も
の

と
も
迫
も
身
肱
難
成
様
子
に
お
ゐ
て
は
別
家
を
崩
し
部
屋
と
な
し
右
の

こ
と
く
そ
ろ
そ
ろ
可
申
付
候
、
只
今
よ
り
後
ハ
所
帯
を
わ
け
可
然
も
の

有
之
候
ハ
、
、
郡
奉
行
代
官
寄
合
遂
吟
味
、
己
来
未
進
仕
間
敷
候
少
の

御
救
延
米
公
儀
へ
申
上
問
敷
と
書
物
判
形
を
取
大
帖
－
一
作
り
、
後
之
郡

奉
行
へ
伝
へ
可
申
候
、
右
之
様
に
憶
成
者
な
ら
は
可
申
付
候
、
又
郡
奉

行
代
官
此
方
よ
り
心
付
、
此
兄
弟
の
内
此
屋
敷
田
地
の
主
主
な
し
可
然

と
存
候
子
細
有
之
、
於
申
付
は
書
物
－
一
及
申
間
敷
候
｜
下
略
｜

O
天
和
三
亥
三
月
廿
日
（
下
ノ
四
二
四
号
）

一
、
一
家
－
一
罷
有
不
作
廻
之
者
は
別
家
好
申
候
、
銘
々
団
地
分
申
候
故
、

別
家
成
候
て
ハ
実
ハ
作
り
足
り
不
申
候
、
別
家
望
申
者
ハ
公
儀
へ
御
養

界
に
も
不
罷
成
程
之
強
百
姓
、
書
物
差
上
、
別
家
仕
候
迎
一
家
ニ
罷
在

候
て
は
不
勝
手
に
付
別
家
望
申
候
、
此
類
之
者
共
へ
は
縦
他
郡
他
村
に

で
も
地
余
に
成
、
惣
作
散
田
、
高
半
免
仕
遣
、
此
上
に
も
奉
行
心
ヲ
付

有
付
申
候
様
ニ
付
申
可
然
候

貞
享
元
年
の
別
家
統
制
解
除
令
は

貞
享
元
子
二
月
（
上
ノ
一
五
三
二
号
）

一
、
諸
郡
之
内
絶
人
之
地
株
買
置
、
其
後
其
地
株
へ
買
主
枠
文
は
兄
弟
仕

付
候
事
不
苦
候

一
、
古
地
散
田
半
分
宛
よ
り
古
地
多
ク
候
ハ
、
別
家
申
付
間
敷
候

と
あ
っ
て
「
絶
人
」
の
団
地
や
百
姓
株
を
買
得
し
て
い
た
者
の
伴
や
兄
弟
に

別
家
を
許
可
し
て
い
る
所
か
ら
す
る
と
貞
享
元
年
以
前
に
は
買
得
し
た
株
続

別
家
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
表
す
か
ら
、
明
麿
二
年
及
び
天
和
三
年
の

別
家
は
株
分
け
別
家
を
意
味
す
る
。
天
和
三
年
法
は
誓
紙
を
必
要
と
す
る
こ

藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て
（
大
貫
）

と
や
郡
奉
行
の
吟
味
に
許
可
等
の
方
式
は
明
麿
二
年
と
同
一
で
あ
る
が
許
可

の
条
件
が
明
麿
二
年
の
と
は
や
や
趣
き
が
異
り
所
持
す
る
田
畑
は
同
法
の
末

文
に

「
従
他
郡
他
村
に
て
も
地
余
一
一
成
、
惣
作
散
回
、
高
半
免
仕
遺
」

と
あ
っ
て
当
時
多
く
あ
っ
た
「
惣
作
散
田
」
を
「
高
半
免
」
の
思
典
を
つ
け

て
半
強
制
的
に
耕
作
せ
し
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
公
儀
へ
御
養
界
」
に
な

ら
ず
「
惣
作
散
回
」
を
耕
作
す
る
こ
条
件
を
満
す
農
民
と
は
如
何
な
る
農
民

層
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
翌
年
の
買
置
株
継
別
家
の
許
可
に
一
万
さ
れ
る
如
く

寛
交
延
宝
期
の
年
貢
増
徴
政
策
に
照
応
し
て
貧
農
層
の
田
畑
を
質
流
れ
地
と

し
、
或
は
潰
百
姓
の
田
畑
を
買
収
し
て
成
長
し
た
大
土
地
所
有
の
富
農
層
に

外
な
ら
な
い
。
前
記
の
潰
百
姓
数
の
陰
に
は
天
災
に
よ
る
散
田
が
多
く
存
し

た
は
ず
で
あ
り
、
こ
の
散
回
復
興
を
通
し
て
百
姓
数
の
増
大
←
年
貢
地
の
回

復
←
年
貢
増
徴
を
図
る
意
図
が
こ
の
株
分
け
別
家
で
あ
っ
た
。

貞
享
元
年
の
統
制
解
除
は
こ
の
政
策
を
更
に
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
、
特

に
所
持
す
る
田
畑
に
つ
い
て
散
田
%
以
上
と
制
限
し
た
こ
と
は
、
単
に
潰
百

姓
の
続
出
に
伴
い
自
立
農
民
層
を
拡
大
す
る
に
止
ま
ら
ず
散
田
の
復
興
←
年

貢
地
の
回
復
を
主
眼
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
天
和
三
年
の
株
分
け

別
家
の
条
件
附
許
可
、
貞
一
手
元
年
の
株
継
別
家
許
可
は
寛
文
・
延
宝
以
来
の

農
村
疲
弊
を
、
増
徴
政
策
を
体
す
る
中
で
成
長
し
た
富
農
層
に
よ
っ
て
農
村

復
興
←
役
家
体
制
の
維
持
を
目
的
と
し
た
点
に
非
常
な
意
義
を
有
し
て
い

る。

3

加

損

米

制

度

岡
山
藩
の
年
貢
徴
収
法
と
し
て
特
記
さ
れ
る
も
の
に
加
損
米
制
度
が
あ
る
。

こ
れ
は
農
民
の
再
生
産
力
の
維
持
の
為
に
藩
庫
の
米
を
「
加
損
米
」
と
称
し

四
五
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法
政
史
学

第
一
六
号

て
農
民
に
無
利
息
で
貸
付
け
、
年
貢
徴
収
の
際
に
は
加
損
米
分
を
差
引
さ
せ

て
徴
収
す
る
か
、
時
に
は
返
済
せ
し
め
る
制
度
で
あ
っ
て
「
加
損
」
の
名
称

は
「
無
利
息
の
貸
付
け
」
と
年
貢
徴
収
の
際
に
は
加
損
米
分
を
差
引
く
、
二

重
の
犠
牲
的
な
救
済
制
度
の
意
味
に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

加
損
米
に
関
す
る
法
令
の
分
布
は
承
応
1
・
明
麿
1
・
天
和
3
・
貞
享
4

・
宝
、
氷
M
と
な
っ
て
、
万
治
・
寛
文
・
延
宝
・
元
禄
年
間
に
全
く
そ
の
法
令

が
見
ら
れ
な
い
点
が
注
目
さ
れ
る
。

法
例
集
で
の
関
係
法
は
承
応
三
年
が
初
見
で
あ
り
次
の
如
く
で
あ
る
ョ

承
応
三
午
十
月
御
代
官
へ
申
渡
（
上
二
二
三
号
）

一
、
皆
済
難
仕
百
姓
於
之
有
は
、
郡
奉
行
遂
相
談
重
々
吟
味
之
上
、
無
拠

子
細
有
之
は
少
も
早
加
損
可
遺
候
、
先
取
立
候
い
て
ハ
己
来
く
せ
に
成

候
と
て
、
む
り
に
取
立
申
間
敷
事

右
に
よ
れ
ば
年
貢
皆
済
の
不
可
能
な
農
民
へ
吟
味
の
上
で
は
あ
る
が
加
損
米

が
下
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
こ
れ
の
み
で
は
加
損
米
制
度
が

こ
の
期
に
初
ま
る
も
の
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
同
年
八
月
と
年
内

皆
済
令
が
出
て
い
る
こ
と
（
上
一
二
九
号
〉
地
方
知
行
制
度
の
改
革
に
伴
っ

て
郡
奉
行
代
官
の
在
方
出
張
命
令
が
、
こ
の
加
損
米
に
関
す
る
時
期
と
同
じ

十
月
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
藩
当
局
か
ら
の
加
損
米
制
は
こ
の
期
に
創

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

十
月
法
の
全
体
的
な
文
言
か
ら
推
測
さ
れ
る
「
加
損
」
と
は
貧
農
に
対
す

る
「
救
米
」
的
な
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
郡
奉
行
代
官
の

在
方
出
張
令
の
第
三
条
に
左
の
如
く
、
免
の
適
正
化
を
督
令
し
て
い
る
こ
と

承
応
三
年
午
十
月
（
上
五
号
）

一
、
郡
奉
行
共
其
郡
々
之
引
越
罷
在
、
春
夏
秋
の
景
気
文
は
百
姓
の
成
行

四
六

見
及
田
地
之
上
・
中
・
下
具
ニ
能
見
届
毛
頭
見
合
免
定
可
申
、
免
相
之

事
所
一
一
は
可
寄
候
共
上
免
之
刻
段
々
に
免
念
を
入
定
可
申
事

か
ら
す
る
と
、
年
貢
皆
済
令
に
併
う
免
の
適
正
化
（
給
人
地
？
）
の
暫
定
処

置
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

貧
農
救
済
的
な
こ
の
加
損
米
は
承
応
四
年
（
明
暦
元
年
）
に
な
る
と
純
然

た
る
年
貢
徴
収
の
一
仕
法
と
し
て
前
進
し
た
。

承
応
四
年
（
明
暦
元
年
）
（
上
ノ
六
七
七
号
）

一
、
郡
奉
行
之
心
得
、
或
は
土
免
或
は
加
損
を
遣
、
刈
し
お
の
後
れ
き
る

や
う
に
可
仕
候
、
毛
見
之
造
作
又
刈
時
分
の
後
し
候
費
、
誰
か
役
に
も

不
立
捨
り
候
、
此
分
を
免
に
下
ケ
遣
し
、
又
は
青
稲
は
能
見
へ
申
物
－
一

て
候
問
、
其
心
得
仕
候
ハ
、
毛
見
な
し
に
成
可
申
候
哉
之
事

右
の
史
料
は
承
応
四
年
（
明
麿
元
年
）
郡
奉
行
を
城
中
に
召
集
し
て
の
申
し

渡
し
で
あ
る
が
、
郡
奉
行
は
年
貢
を
確
実
に
徴
収
す
る
た
め
、
農
作
状
況

を
、
常
に
吟
味
し
、
検
見
法
に
よ
る
年
貢
の
減
収
を
防
止
す
る
た
め
に
、
免

下
げ
乃
至
は
加
損
米
を
下
付
す
る
よ
う
に
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
中
に
あ
る

加
損
米
は
検
見
法
を
防
止
す
る
方
策
と
し
て
適
用
さ
れ
て
お
り
、
単
な
る
農

民
救
済
法
と
し
て
で
は
な
く
却
っ
て
、
年
貢
増
徴
の
一
仕
法
で
あ
る
こ
と
は

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
法
で
は
加
損
米
を
下
付
し
た
田
地
の
検

見
請
が
可
能
か
否
か
の
点
は
不
明
で
あ
る
が
土
免
日
免
下
げ
と
併
置
さ
せ
て

い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
作
柄
の
悪
い
団
地
に
は
免
下
げ
を
実
施
し
、
他
は
加

損
米
の
下
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
検
見
を
防
止
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

り
、
従
っ
て
、
何
ら
か
の
形
で
検
見
を
防
止
す
る
強
制
力
が
存
し
て
い
た
こ

と
だ
け
は
推
さ
れ
る
。

明
暦
元
年
以
降
の
加
損
米
に
つ
い
て
は
前
述
の
如
く
関
係
法
令
が
見
当
ら
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ぬ
所
か
ら
、
全
く
不
明
で
あ
る
が
、
前
掲
寛
文
八
年
の
史
料
に
明
ら
か
な
如

く
、
当
時
の
増
徴
政
策
と
貧
農
救
済
の
行
詰
り
等
か
ら
す
れ
ば
全
く
有
名
無

実
の
制
度
と
し
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
次
に
述
べ
る

天
和
二
年
の
法
令
か
ら
も
推
測
さ
れ
る
。

藩
政
復
興
期
に
当
る
天
和
・
貞
享
期
に
な
る
と
、
加
損
米
制
は
承
応
明
暦

期
と
異
っ
た
質
的
転
化
を
遂
げ
る
。

天
和
二
年
の
次
の
法
が
こ
の
期
に
於
け
る
初
見
で
あ
る
が
そ
れ
以
後
の
各

法
も
そ
の
性
格
を
知
る
上
で
重
要
で
あ
る
為
、
以
下
に
掲
げ
、
制
度
と
し
て

の
意
義
を
述
べ
て
み
た
い
。

①
貞
享
元
年
子
二
月
十
五
日
ハ
下
六
二
号
）

一
、
肝
煎
・
下
肝
煎
・
作
奉
行
へ
可
申
渡
趣
意
ハ
、
貧
者
之
抱
分
之
田
地

高
免
一
一
て
、
及
迷
惑
も
可
有
之
候
、
左
様
之
者
を
吟
味
之
上
ヲ
以
加
損

を
も
可
遣
候
問
、
其
村
へ
打
は
ま
り
致
詮
議
、
貧
者
之
分
書
出
し
可
申

候
、
縦
令
貧
者
た
り
共
田
地
ニ
相
応
之
免
候
ハ
、
構
申
敷
候
問
書
付
－
一

不
及
候右

之
趣
天
和
二
年
八
月
十
九
日
御
評
定
－
一
て
相
極
ル

①
天
和
三
年
五
月
ハ
上
ノ
二
五
四
号
）

一
、
村
々
免
其
地
不
相
応
－
一
て
、
毎
年
御
検
見
請
申
候
貧
者
之
分
ニ
相
応

加
損
可
検
遣
使
、
二
年
ニ
て
も
三
年
ニ
て
も
其
者
の
模
様
次
第
一
一
年
を

切
積
可
申
候

一
、
村
々
一
貧
者
共
抱
回
畠
免
不
相
応
－
一
ハ
無
之
、
候
得
共
貧
者
作
力
無

之
、
致
不
作
難
続
者
ニ
ハ
、
遂
吟
味
相
応
一
一
春
加
担
米
可
被
遣
事

右
之
通
肝
煎
・
下
肝
煎
・
作
奉
行
出
合
遂
吟
味
、
其
村
之
庄
屋
年
寄
組

頭
共
－
一
誓
紙
申
付
候
て
其
上
を
以
無
甲
乙
様
－
一
積
書
上
可
申
候

藩
法
よ
り
み
た
る
岡
山
藩
政
に
つ
い
て
（
大
貫
）

右
之
者
共
御
検
見
受
申
候
ハ
右
の
・
加
損
米
戻
申
候
問
、
左
様
－
一
可
相

心
得
候
尤
郡
奉
行
・
郡
横
目
中
罷
出
、
追
々
相
改
可
申
候

①
天
和
三
年
七
月
八
日
（
上
二
五
三
号
）

一
、
惣
御
郡
地
免
ニ
不
応
高
免
所
ハ
見
合
加
損
遺
へ
し
、
以
年
々
免
下
可

遺
候

史
料
①
は
「
附
」
で
明
ら
か
な
如
く
天
和
二
年
の
法
で
あ
る
。
こ
の
法
令
は

貧
農
の
所
持
す
る
団
地
が
そ
の
地
力
に
相
応
し
な
い
高
免
の
場
合
に
は
加
損

米
を
下
付
す
る
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
承
応
四
年
（
明
暦
元
年
）
の
加
損
制

と
同
様
の
性
格
を
有
し
て
い
る
が
、
本
法
は
特
に
貧
農
の
所
持
田
畑
を
対
象

と
し
、
免
の
適
正
化
を
指
向
し
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
天
和
三
年
五
月

法
の
第
一
条
は
二
年
法
を
継
承
す
る
中
で
毎
年
検
見
を
受
け
て
年
貢
を
上
納

し
て
き
た
貧
農
に
対
し
て
、
二
・
コ
一
年
間
相
応
の
加
損
米
を
下
付
す
る
と

し
、
第
二
条
は
天
和
二
年
法
と
異
っ
て
免
相
応
の
田
畑
を
所
持
し
な
が
ら
も

生
活
に
苦
し
む
貧
農
に
対
し
て
「
救
米
」
と
し
て
下
付
す
る
と
し
て
い
る
。

天
和
三
年
七
月
法
は
同
五
月
法
に
発
展
す
る
免
下
げ
の
加
損
で
あ
り
、
五
月

法
は
貧
農
の
所
持
田
畑
を
対
し
た
の
に
七
月
法
は
全
領
の
高
免
地
に
対
し
て

加
損
を
実
施
す
る
と
い
う
注
目
す
べ
き
免
下
げ
加
損
で
あ
っ
た
。
明
暦
期
の

加
損
米
は
実
質
的
な
年
貢
増
徴
の
為
に
検
見
防
止
の
対
策
と
し
て
実
施
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
天
和
期
の
そ
れ
と
は
逆
に
免
下
げ
の
代
り
と
し

γ
実
施

さ
れ
た
の
で
あ
り
、
検
見
請
を
す
る
時
に
は
加
損
米
を
返
済
す
る
附
帯
条
件

は
あ
る
に
せ
よ
、
農
民
の
再
生
産
力
の
維
持
拡
大
策
の
為
の
佃
血
政
策
と
し

て
高
く
評
価
で
き
る
。

貞
享
元
年
に
は
天
和
三
年
の
各
法
を
継
承
す
る
中
で
加
損
米
制
を
更
に
推

進
す
る
法
令
が
出
さ
れ
て
い
る
。

四
七
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法
政
史
学

第
一
六
号

O
貞
享
元
年
四
月
廿
五
日
（
上
ノ
二
五
五
号
）

一
、
春
加
損
品
々
遂
吟
味
一
人
／
＼
へ
割
符
仕
、
春
加
損
一
一
て
請
退
候
者

ハ
其
儲
遣
し
御
検
見
－
一
請
候
者
ハ
右
之
春
加
損
を
指
上
候
て
御
検
見
請

候
様
ニ
可
申
付
候

一
、
散
田
ニ
ハ
春
加
損
相
応
－
一
遣
、
其
上
－
一
て
不
作
仕
候
ハ
其
者
持
来
り

の
田
地
と
一
所
ニ
御
検
見
申
付
可
然
事
、
右
之
改
肝
煎
庄
屋
下
肝
煎
作

奉
行
よ
り
村
庄
屋
・
年
寄
組
頭
共
へ
誓
紙
申
付
、
巳
来
御
郡
奉
行
・
同

横
目
直
－
一
可
遂
吟
味
旨
申
聞
其
上
－
一
て
村
々
加
損
米
人
別
之
書
付
出
さ

せ
可
申
事

第
一
条
は
天
和
三
年
五
月
法
の
踏
襲
で
あ
る
が
第
二
条
は
新
し
く
散
田
に
加

損
米
を
下
付
す
る
散
田
加
損
と
も
称
さ
る
べ
き
政
策
で
あ
っ
た
。
散
田
を
耕

作
し
な
い
時
に
は
他
の
団
地
と
共
に
検
見
を
実
施
し
た
こ
と
は
耕
作
し
な
い

散
田
か
ら
も
年
貢
の
徴
収
を
意
味
し
、
そ
れ
は
散
田
加
損
に
よ
る
散
田
耕
作

の
強
制
、
年
貢
の
増
徴
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
と
て
も
観
点

を
か
え
れ
ば
農
民
の
自
立
生
産
力
の
拡
大
を
助
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
散
田
加
損
は
、
既
述
の
別
家
者
に
と
っ
て
は
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
制
度
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
免
下
げ
加
損
や
散
田
加
損
が
天
和
三
年
の
七
月
法
の

如
く
全
領
下
に
一
回
一っ

て
実
施
さ
れ
た
こ
と
は
貞
享
元
年
九
月
に
「
諸
郡
地
形

悪
敷
分
改
其
品
に
よ
り
加
損
米
可
遣
と
考
改
さ
せ
候
処
悪
田
緯
な
ら
で
は
・
無

之
候
－
一
付
」
と
し
貧
農
へ
の
加
損
米
を
打
切
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
明
ら

か
で
あ
る
（
下
六
三
号
）

天
和
貞
享
期
に
至
っ
て
加
損
米
制
度
が
大
き
く
質
的
転
換
せ
し
め
た
も
の

は
既
述
の
如
く
寛
文
延
宝
期
の
増
徴
改
革
が
も
た
ら
し
た
著
し
い
農
村
の
疲

弊
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
こ
の
加
損
米
制
度
が
天
和
貞
享
期
の
農
村
復
興
に

四
八

果
し
た
役
割
は
非
常
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
加
損
米
制
度
は
寛
永
年
聞
に

至
っ
て
体
制
的
に
修
正
さ
れ
る
が
、
そ
の
骨
幹
は
何
ら
改
変
さ
れ
る
こ
と
は

ζ

か
っ
た
。

法
例
集
所
収
の
藩
法
発
布
の
度
数
か
ら
岡
山
藩
政
の
画
期
を
設
定
し
そ
の

う
ち
の
天
和
貞
享
期
の
意
義
に
つ
い
て
農
村
政
策
の
面
か
ら
述
べ
た
の
で
あ

る
が
、
天
和
・

貞
享
期
の
藩
法
の
集
中
性
は
池
田
光
政
の
死
後
直
に
池
田
綱

政
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
た
藩
政
改
革
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
改
革
は

寛
文
・
延
宝
期
の
増
徴
政
策
に
よ
っ
て
も
た
ら
せ
ら
れ
た
農
村
の
疲
弊
の
復

興
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
が
、
加
損
米
制
度
に
見
ら
れ
る
如
き
積
極
的
な
政

策
立
法
に
よ
っ
て
、
そ
の
成
果
は
著
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。
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